
当院の診療・施設基準に関するご案内（保険医療機関における掲⽰事項） 
 
医療機関名：さくらプラチナム⻭科 
所在地：〒150-0002 東京都 渋⾕区渋⾕ 2-22-13 渋⾕東⼝マイアミビル 5F、6F 電話番号：03-6452-6588 
診療時間：⽉曜⽇〜⽇曜⽇ 昼 12:00〜15:00、16:00〜21:00、22:00〜午前 5:00 ※年末年始他、休診となる場合があります。 
管理者：⽥島 義久 
 
施設基準について 
当院は厚⽣労働⼤⾂の定める基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。以下の施設基準(医療機関としての設備・体
制・安全性等の基準)等に適合している旨、厚⽣労働省地⽅厚⽣(⽀)局に届出を⾏っています。 
 
⻭科点数表の初診料の注 1 に規定する施設基準(⻭初診) 
当院では、院内感染防⽌対策に⼗分な体制を整備し、必要な機器を備えています。また、所定の研修を受けた常勤の⻭科医師が在
籍しています。 
 
電⼦的⻭科診療情報連携体制整備加算 
当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活⽤できる体制を整えています。 
また、電⼦処⽅箋及び電⼦カルテ情報共有サービスの導⼊により、質の⾼い診療を実施するための⼗分な情報を取得・活⽤して診
療を⾏っています。なお、領収書発⾏の際には個別の算定項⽬がわかる明細書を無償で発⾏しています。マイナ保険証のご利⽤に
ご協⼒をお願いします。 
 
後発医薬品(ジェネリック医薬品)・医薬品の安定供給(⼀般名処⽅加算/地域⽀援・外来医薬品供給対応体制加算) 
当院では、医薬品の供給状況を踏まえながら適切な処⽅を⾏う体制を整備しています。医薬品の供給不⾜等が発⽣した場合には、
処⽅内容の変更等について⼗分な説明を⾏い、適切に対応いたします。 
また、安定的な治療を提供する観点から、有効成分が同⼀であればどの医薬品（後発医薬品含む）も調剤可能な「⼀般名処⽅」を
⾏っており、その旨の⼗分な説明を実施しています。 
 
⻭科治療に関する取り組み(⻭科疾患管理料(⻭管)) 
当院では、患者様と協⼒してお⼝の病気の継続的な管理に努めています。継続的な管理の必要性についてご説明した上で、⼀⼈ひ
とりに合わせた管理を⾏います。 
 
CAD/CAM冠及び CAD/CAMインレー(⻭ＣＡＤ) 
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ⽀援設計・製造ユニットを⽤いて製作される冠(かぶせ物)やインレー(詰め物)による治療を⾏
っています。 
 
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管) 
当院で装着した対象補綴物について、装着後 2 年間、適切な維持管理を⾏っております。 
※補綴物の種類によって対象・条件が異なりますので、詳細はスタッフにお尋ねください。 
 
⻭科技⼯所ベースアップ⽀援料 
当院では、質の⾼い技⼯物を安定して患者さんへお届けできるよう、提携する⻭科技⼯所のベースアップ(処遇改善)を⽀援する取
り組みを⾏っています。 
 
⻭科外来・在宅ベースアップ評価料 
当院では、⻭科医療に従事するスタッフの処遇改善を図るための体制を整備しています。 
 
個⼈情報保護 
当院では、患者様の個⼈情報保護に関して適切な管理を⾏っています。 
診療に必要な範囲内で個⼈情報を利⽤し、法令に基づく場合を除き、患者様の同意なく第三者に開⽰することはありません。 
・上記の掲⽰事項は令和８年６⽉現在の情報です。診療報酬改定等により内容が変更となる場合があります。 
・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
・この掲⽰事項は、厚⽣労働省の定める保険医療機関の掲⽰に関する規定に基づいて作成しています。 


